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告    示 

建築基準法第 42 条第２項の規定による道路の指定の取消しについて

（建築指導課） 

那覇市告示第 64 号  

令和８年４月 14 日  

掲 示 済  

 

 

建築基準法第 42条第２項の規定による道路の指定の取消しについて 

 

 

建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 42条第２項の規定による道路の指定を

取り消したので、公告する。 

 その関係図書は、那覇市まちなみ共創部建築指導課に備え縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 取り消しする指定道路の種類 

建築基準法第 42条第２項の規定による道路 

 

２ 指定取消しの年月日 

令和８年４月 14日 

 

３ 取消する指定道路の位置 

那覇市松尾一丁目 246番地内 

 

４ 取り消しする指定道路の延長及び幅員 

延長 19.29メートル 

幅員 4.00メートル 
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建築基準法第 42 条第２項の規定による道路の指定の取消しについて

（建築指導課） 

那覇市告示第 65 号  

令和８年４月 14 日  

掲 示 済  

 

 

建築基準法第 42条第２項の規定による道路の指定の取消しについて 

 

 

建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 42条第２項の規定による道路の指定を

取り消したので、公告する。 

 その関係図書は、那覇市まちなみ共創部建築指導課に備え縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 取消しする指定道路の種類 

建築基準法第 42条第２項の規定による指定に係る道路 

 

２ 指定取消しの年月日 

令和８年４月 14日 

 

３ 取消しする指定道路の位置 

那覇市首里大名町三丁目１番 13の一部 

 

４ 取消しする指定道路の延長及び幅員 

延長 19.641メートル 

幅員 4.00メートル 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の指定について（保護管理課） 

那覇市告示第 89 号  

令和８年５月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し 

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく 

医療機関の指定について 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 49条及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律第 14 条第４項の規定による指定医療機関として、次のとお

り指定した。 

 

那覇市長 知念 覚  
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 90 号  

令和８年５月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し 

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく 

医療機関の廃止について 

 

 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 50条の２及び中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の規定による指定医療機関より、次のと

おり廃止の届出があった。 

 

那覇市長 知念 覚  
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の変更について（保護管理課） 

那覇市告示第 91 号  

令和８年５月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し 

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく 

医療機関の変更について 

 

 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 50条の２及び中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の規定による指定医療機関より、次のと

おり変更の届出があった。 

 

那覇市長 知念 覚  
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の休止について（保護管理課） 

那覇市告示第 92 号  

令和８年５月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し 

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく 

医療機関の休止について 

 

 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 54条の２第４項に

おいて準用する第 50 条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の

規定による指定医療機関より、次のとおり休止の届出があった。 

 

那覇市長 知念 覚  
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 93 号  

令和８年５月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し 

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく 

介護機関の廃止について 

 

 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第４項に

おいて準用する第 50 条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の

規定による指定介護機関より、次のとおり廃止の届出があった。 

 

那覇市長 知念 覚  
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の変更について（保護管理課） 

那覇市告示第 94 号  

令和８年５月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し 

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく 

介護機関の変更について 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第４項に

おいて準用する第 50 条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の

規定による指定介護機関より、次のとおり変更の届出があった。 

 

那覇市長 知念 覚  
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の再開について（保護管理課） 

那覇市告示第 95 号  

令和８年５月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し 

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく 

介護機関の再開について 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第４項に

おいて準用する第 50 条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の

規定による指定介護機関より、次のとおり再開の届出があった。 

 

那覇市長 知念 覚  
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく施

術機関の指定について（保護管理課） 

那覇市告示第 96 号  

令和８年５月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し 

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく 

施術機関の指定について 

 

 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく施術機関について、生活保護法第 55条第１項及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の規定による指定施術機関として、次

のとおり指定した。 

 

那覇市長 知念 覚  
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく施

術機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 97 号  

令和８年５月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し 

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく 

施術機関の廃止について 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく施術機関について、生活保護法第 55条第２項におい

て準用する第 50 条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の規定

による指定施術機関より、次のとおり廃止の届出があった。 

 

那覇市長 知念 覚  
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公    告 

那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について

(３・４・那 88 号真和志線)（道路建設課） 

那覇市公告第 28 号  

令和８年４月 13 日  

掲 示 済  

 

 

那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について 

 

 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項の規定において準用する同法

第62条第１項の規定に基づき、図書の写し等の送付を受けたので、同法第62条第２

項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 都市計画事業の種類及び名称 

（１）種類 那覇広域都市計画道路事業 

（２）名称 ３・４・那88号真和志線 

 

２ 施行者の名称   那覇市 

 

３ 縦覧場所及び縦覧期間 

（１）場所 那覇市都市みらい部道路建設課 

（２）期間 令和８年４月13日 ～ 令和15年３月31日 
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那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について

(３・４・那 89 号城東城北線)（道路建設課） 

那覇市公告第 29 号  

令和８年４月 13 日  

掲 示 済  

 

 

那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について 

 

 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項の規定において準用する同法

第62条第１項の規定に基づき、図書の写し等の送付を受けたので、同法第62条第２

項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 都市計画事業の種類及び名称 

（１）種類 那覇広域都市計画道路事業 

（２）名称 ３・４・那89号城東城北線 

 

２ 施行者の名称   那覇市 

 

３ 縦覧場所及び縦覧期間 

（１）場所 那覇市都市みらい部道路建設課 

（２）期間 令和８年４月13日 ～ 令和15年３月31日 
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正    誤 

 

那覇市公報第 1905 号の正誤 

那覇市公報第1905号の正誤 

 

 2026(令和８)年４月１日付け那覇市公報第1905号の監査委員公表について、次の

とおり訂正する。 

 

 

[訂正箇所] 166頁 下から12行目下線部分 

 

訂正前 訂正後 

イ 概算払いにおける精算事務の遅れ

について（指摘事項） 

会派視察に伴う出張旅費のため受

領した概算払い２件について、期限

内に精算が行われず、精算遅延とな

っていた。 

那覇市会計規則第 62 条第１項

は、旅費にあっては、用務を終了し

た日から起算して７日（本市の休日

の日数は、算入しない。）以内に精算

しなければならない旨定めている。 

概算払いの精算事務に当たって

は、関係規則を遵守し、適正な事務

処理を行われたい。 

イ 概算払いにおける精算事務の遅れ

について（指摘事項） 

委員会視察に伴う出張旅費のため

受領した概算払い２件について、期

限内に精算が行われず、精算遅延と

なっていた。 

那覇市会計規則第 62条第１項は、

旅費にあっては、用務を終了した日

から起算して７日（本市の休日の日

数は、算入しない。）以内に精算しな

ければならない旨定めている。 

概算払いの精算事務に当たって

は、関係規則を遵守し、適正な事務

処理を行われたい。 
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那覇市公報第 1906 号その３の正誤 

那覇市公報第1906号その３の正誤 

 

2026(令和８)年４月 15日付け那覇市公報第 1906号その３の目次及び公表文につ

いて、次のとおり訂正する。 

 

 

 ページ540 

訂正箇所 上から９行目 

訂正内容 

訂正前 訂正後 

〇那覇市保健所長事務決裁規程の一

部を改正する訓令 

〇那覇市保健所長の事務決裁規程の

一部を改正する訓令 

 

 

ページ 673 

訂正箇所 上から５行目 

訂正内容 

訂正前 訂正後 

那覇市保健所長事務決裁規程の一部

を改正する訓令を次のように定め

る。 

那覇市保健所長の事務決裁規程の一

部を改正する訓令を次のように定め

る。 
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